
令和 3年度 和歌山県作業療法士会  

地域ケア会議 派遣に関するお知らせ 

Ⅰ．派遣者要件（変更致しました） 

 １．経験年数３年以上（４年目から）日本作業療法士協会かつ和歌山県作業療法士会会員 

 ２．MTDLP基礎研修 受講者 

 ３．福祉用具支援システム登録者 

 ４．地域ケア会議についての勉強会 参加者 

 ５．地域リーダーが承認した者 

 ＊派遣される方は、地域包括ケアシステム参画の手引きを協会 HPよりダウンロードして  

  お読みください。 

 

Ⅱ．失敗しないケア会議にする十か条  

１．社会人としての常識（挨拶、服装、時間厳守など）を守る 

２．多くの情報を端的に読み取る能力を養う 

３．作業療法以外の専門的知識の習得（運動、口腔、栄養、服薬など） 

４．誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように（５W1H）を意識した助言 

５．自立を阻む生活課題を明確にする 

６．質問や指摘でなく助言を意識する 

７．謙虚で相手の立場に立った助言を意識する 

８．市町村の地域課題を把握する 

９．難しいことを簡単に説明する 

１０．活動から参加を意識した助言 

（引用：作業療法ジャーナル 49巻 10号 失敗しない地域ケア会議 佐藤孝臣） 

 

Ⅲ．派遣までの流れ・派遣後の報告について  

①和歌山県や和歌山市からの派遣依頼が県士会事務局に届く 

②事務局より総合支援事業メーリングリストにて地域リーダー宛にメールする 

③地域リーダーから各地域の担当者に連絡し、派遣者を選定する 

④地域リーダーが派遣者の情報をメーリングリストにて事務局に伝える 

 ※和歌山県から派遣依頼の場合の必要な派遣者情報は以下のとおり 

   ①氏名②所属③所属連絡先④個人携帯番号⑤自宅最寄駅⑥公文書の有無 

⑦公文書の宛名（施設長役職や氏名等）⑧公文書の発送先（誰宛に送付するのか） 

⑨派遣者のメールアドレス（所属でも個人でも） 

 ※和歌山市からの派遣依頼の場合は、派遣依頼メールに添付されている専門職派遣連絡票 

に情報を記入し、それを添付しメーリングリストにて返信する 

 ※派遣者については全体にて把握のため必ずメーリングリストにて返信ください 



派遣調整依頼 

派遣依頼 

派遣許可 

必要な情報を伝える 

派遣者の情報を伝える 

提出期日に注意!!! 
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急に派遣できなくなった場合や、

会議が中止になった場合等に地域

リーダーに連絡入れる 

派遣者変更や会議中止

があった場合は連絡入

れる 

開催後、報告書を提出 

1週間～10日以内 

開催後、報告書を提出 

2週間以内 

 ※施設代表者名や自宅最寄駅・連絡先等が変更になった際は必ず事務局に連絡ください 

 ※派遣者連絡の期日を必ず地域リーダーは把握し、期日に間に合うよう返信ください 

⑤事務局より和歌山県・和歌山市へ派遣者情報を送付する 

⑥和歌山県や和歌山市より派遣依頼（公文書）が派遣者に届く 

 和歌山県：全ての職種の派遣者が決まった時点で派遣依頼文書を送付するため、派遣連絡 

期日後になることが多い 

 和歌山市：開催日約 1か月前に送付される 

⑦派遣者決定を伝えた後、開催までに派遣者が変更になった場合は、必ずメーリングリスト

にて事務局宛てに連絡すること。また同時に派遣者または地域リーダーから各地域包括支

援センターへの連絡も行うこと。 

⑧地域ケア会議開催後、1週間以内に報告書を作成し、メーリングリストにて送付する。 

 ※報告書データ（Excel）がない場合は地域リーダーに連絡ください 

⑨なんらかの理由で、派遣者が当日出席できなかった場合や開催されなかった場合、必ずメ

ーリングリストにて地域リーダーや事務局に連絡する。 

 ※中止になった場合和歌山県や和歌山市から直接派遣者に連絡がくることがあります。 

 

Ⅳ．派遣までの流れフローチャート 

※１和歌山県にて派遣調整がある市町村の場合 
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派遣調整依頼 

派遣書類提出 

見学者の連絡する 

提出期日に注意!!! 

和歌山市専用の書類!!! 

派遣者変更や会議中止

があった場合は連絡入

れる 

開催後、報告書を提出 

2週間以内 
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ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｼｰﾄ 

提出 

※開催後半年以

内に届きます 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｼｰﾄ送付 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｼｰﾄ送付 

 

※２和歌山市の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．日当交通費等の支払いについて 

 ・和歌山市、上富田町に関しては和歌山県作業療法士会からの日当・旅費交通費の支払い 

  を行います。 

 ・和歌山県作業療法士会からの支払いは、上半期（4月～9月）下半期（10月～3月）に 

分けてまとめて支払いを実施します。（10月と 3月振込予定） 

 ・ただし、個人ではなく施設への支払いに関しては開催後報告書提出確認後に事務局より 

振込をさせて頂きます。施設への支払い希望の場合は事務局に連絡ください。 

 ・和歌山県令和２年度自立支援型ケアマネジメント推進アドバイザー派遣事業に当てはま 

る市町村に関しても対象となっている期間は、和歌山県作業療法士会からの支払いにな

ります。 

 ・各市町村からの支払いになっている場合は、各市町村の支払い方法に従ってください 
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 ・和歌山県作業療法士会からの日当と旅費交通費については以下の通りです 

日当は 5000円、交通費は 1000円（ただし自宅最寄駅から会場最寄駅まで交通費が 

1000円以上となる場合は公共交通機関での交通費支給となります） 

今後日当・交通費は変更になる場合があります 

  日当や旅費交通費については基本的には銀行口座への振込みになります。 

 

Ⅵ．メーリングリストについて 

和歌山県作業療法士会 総合支援事業 ML （wakaot-sougousienn@googlegroups.com） 

メーリングリストのメンバーに入っていないアドレスからはメールが届きませんので注意ください。 

送信されたものにそのまま返信すると、送信者のみに返信となる場合があります。 

上手く送れた時は、送付後自分へのアドレスにもメールが届きます。届いていない場合はメール送

信が失敗している可能性が高いです。 

返信のアドレスが wakaot-sougousienn@googlegroups.comになっていることを確認ください。 

アドレス変更やメンバーへの追加、その他問い合わせがある場合は、和歌山県作業療法士会事務局

（jimu@wakayama-ot.jp)までお願いします。 
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Ⅶ．組織図 

  圏域 地域リーダー 副リーダー 副リーダー 

1 橋本・伊都圏域 

橋本市 

西田祐希 

（紀和病院） 

 

尾藤めぐみ 

（訪問看護ステーシ

ョンウェルビー） 

山本祐示 

(訪問看護ステーシ

ョンそら) 

伊都郡（かつらぎ町） 

伊都郡（九度山町） 

伊都郡（高野山） 

2 
岩出・ 

紀の川市圏域 

紀の川市 
宮井良太 

（貴志川リハ） 

前田早紀 

（名手病院） 

児玉憲三 

（PURE皆楽） 岩出市 

3 

和歌山市 

圏域１ 

地域包括支援センター西脇 

加太・西脇 
河村岳樹 

（和歌山ろうさい病

院） 

髙田美由紀 

（和歌山ろうさい病

院） 

岩橋祐介 

（和歌山ろうさい病

院） 
地域包括支援センター木本 

木本・貴志 

地域包括支援センター松江 

松江・湊 船井啓太 

（河西田村病院） 
    

地域包括支援センター野崎 

野崎・楠見 

地域包括支援センター川永 

紀伊・山口・川永 大谷純子 

(紀伊の里) 

方村弥鈴 

（プライマリー訪問

看護ステーション） 

阪井優介 

（プライマリー訪問

看護ステーション） 
地域包括支援センター有功 

有功・直川 

地域包括支援センター東山東  

西山東・東山東・岡崎 小島徹也 

（メンタルナース） 

道村有輝 

（橋本病院） 

森 史弥 

（メンタルナース） 地域包括支援センター和佐 

西和佐・東和佐・小倉 

和歌山市 

圏域２ 

地域包括支援センター雜賀 

雜賀・雑賀崎・田野・和歌浦 

藤田講志 

（紀州リハビリケア 

デイサービスセンタ

ー） 

小林崇 

（琴の浦 

リハビリテーション

センター） 

上山翔太朗 

（紀州リハビリケア 

訪問看護ステーショ

ン） 

地域包括支援センター名草 

名草・三田・安原 

地域包括支援センター宮前 

宮・宮前 

藤田講志（紀州リハビ

リケア 

デイサービスセンタ

ー） 

 

寺本千秋（紀州リハ

ビリケア 

訪問看護ステーショ

ン） 

地域包括支援センター廣瀬 

新南・大新・広瀬・芦原 
藤田康平 

（日本赤十字社和歌

山医療センター） 

  
西本拓海 

（今村病院） 地域包括支援センター高松 

砂山・今福・吹上・高松 



地域包括支援センター宮北 

 四箇郷・宮北・中之島 
鎌田洋輔 

（角谷リハビリテーシ

ョン病院） 

岡俊文 

（角谷リハビリテー

ション病院） 

雑賀允良 

（角谷リハビリテー

ション病院） 
地域包括支援センター城北 

本町・城北・雄湊 

4 海南・海草圏域 海南市・紀美野町 

 

田中教朗 

（恵友病院） 

楠本剛 

（辻整形） 

見形紘子 

(野上厚生病院)  

5 
有田市・ 

有田郡圏域 

有田市 

谷口雅美 

（栗原整形外科リハビ

リテーションセンター） 

小向耕平 

（しみず園） 

齋藤みのり 

（有田圏域障害児者

相談・ 

生活サポートセンタ

ーゆい） 

 

有田郡（湯浅町）  

有田郡（広川町）  

有田郡（有田川町１）  

有田郡（有田川町２）  

6 
御坊・ 

日高圏域 

御坊市 

高垣じゅん 

（和佐の里） 

塩路裕人 

(リバティ博愛) 

中嶋万里子 

(国保日高総合病

院) 

 

美浜町  

日高郡（日高町）  

日高郡（由良町）  

日高郡（日高川町）  

日高郡（印南町）  

日高郡（みなべ町）  

7 
田辺・ 

西牟婁支部 

田辺市 

 

藤田純 

（すみれ苑） 

北本健太郎 

（白浜はまゆう病

院） 

西本真 

(自彊館) 

 

西牟婁郡（白浜町）  

西牟婁郡（上富田町）  

西牟婁郡（すさみ町）  

8 
新宮・ 

東牟婁郡 

東牟婁郡（串本町） 

萩尾亜弥 

（新宮医療センター） 

久保ユミ 

（介護保険老人施

設ルピナス） 

 

松田敬亨 

（那智勝浦町立温泉

病院） 

 

東牟婁郡（古座川町）  

東牟婁郡（新宮市）  

東牟婁郡（那智勝浦町）  

東牟婁郡（北山村）  

 

＊紀北（宮井良太）、和歌山市（藤田講志）、中紀（田中教朗）、紀南（藤田純）がそれぞれ 

の地域で開催された地域ケア会議を取りまとめて、藤田講まで報告する。 


